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１ はじめに 

 平成２４年度から、国庫補助金を活用して造林や間伐等の森林整備を実施するには、

原則として「森林経営計画」の認定が必要となった。 

 計画を作成すると施工地が大きなまとまりとなり、計画的かつ効率的な施業が可能

となる。搬出間伐の場合、作業コストが下がり、森林所有者の皆様への還元ができる

ようになる。 

 一方、大きなまとまりをつくるには、多くの森林所有者の皆様の協力が必要となり、

計画作成事務も一定程度必要となるため、計画の作成率が低迷するとともに、計画作

成に踏み切れない林業事業体も見受けられる。 

 森林経営計画は林業事業体のプランナーが作成・申請し、市町村長等が認定するも

のであるが、作成に際しては、県のフォレスターが支援するよう求められている。こ

のことから、計画作成に際しては、プランナー（林業事業体職員）、市町村職員、フォ

レスター（県職員）の３者が連携することが重要である。 

 そのため、本書では、プランナー、市町村職員、フォレスターの３者が連携して「森

林経営計画」の作成・実行ができるよう、解説したものである。また、３者が異動し

ても、後任が一読すればスムーズに計画作成・実行業務が遂行できるようなマニュア

ルを目指した。 

なお、本書は森林経営計画制度の詳細について解説したものではないので、制度の

詳細については、「森林経営計画ガイドブック」（→Ｐ27 引用・参考文献１参照）を参

照していただきたい。 

 本書が、「森林経営計画」の作成・実行の推進の一助となれば幸いである。 

 

 

 

 

 

 

２ 森林経営計画作成・実行手順 

 まず最初に、森林経営計画の作成・実行の流れを図－１に示した。項目１「林班の

決定」から７「森林経営計画作成」までが作成の流れ、８「立木調査・路線踏査」か

ら 13「精算」までが実行の流れとなっている。 

それぞれの項目にサブ項目を設けるとともに、３者の役割分担例、参考資料・役立

つ資料を掲載した。 

この手順はあくまで例であるので、必ずこの順番で手続きを踏まなければならない

ものではない。省略できる項目は省略し、項目の順番が入れ替わることも十分想定さ

れ、ケース・バイ・ケースで柔軟に対応することが現実的である。 
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図－１ 森林経営計画作成・実行手順例 

手順 項目 サブ項目 役割分担例 作成資料・役立つ資料

1 林班の決定 意思決定 3者 役割分担表

役割分担の確認 3者

2 資料収集 森林簿・森林計画図 ﾌｫﾚｽﾀｰ 市町村森林整備計画

登記簿 ﾌﾟﾗﾝﾅｰ 埼玉県地質図

公図・所有者情報 ﾌﾟﾗﾝﾅｰ・市町村職員

3 現地調査 林況・地形・地質 ﾌｫﾚｽﾀｰ・ﾌﾟﾗﾝﾅｰ

土場・アクセス ﾌｫﾚｽﾀｰ・ﾌﾟﾗﾝﾅｰ

4 所有者説明会 資料準備 ﾌｫﾚｽﾀｰ・ﾌﾟﾗﾝﾅｰ 経営計画ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ

会場予約・設営 市町村職員等 説明会ﾏﾆｭｱﾙ(飛騨高山)

開催通知 ﾌﾟﾗﾝﾅｰ・市町村職員

説明 3者

5 受委託契約締結 契約書作成 ﾌﾟﾗﾝﾅｰ Q＆A（西川広域）

契約締結 ﾌﾟﾗﾝﾅｰ

6 境界確認・測量 立会通知・委任状 ﾌﾟﾗﾝﾅｰ

立会・測量 ﾌﾟﾗﾝﾅｰ・ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ

7 森林経営計画作成 作成・申請 ﾌｫﾚｽﾀｰ・ﾌﾟﾗﾝﾅｰ 森林経営計画ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ

認定 市町村職員

8 立木調査・路線踏査 立木調査 ﾌﾟﾗﾝﾅｰ・ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ 鋸谷式 新・間伐ﾏﾆｭｱﾙ

路線踏査 ﾌﾟﾗﾝﾅｰ・ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ 作業道ﾁｪｯｸｼｰﾄ

9 見積提案書作成 作成 ﾌｫﾚｽﾀｰ・ﾌﾟﾗﾝﾅｰ 見積提案書

・提示 提示 ﾌﾟﾗﾝﾅｰ

施業区域・路線確定 ﾌﾟﾗﾝﾅｰ

10 作業道開設 ﾌﾟﾗﾝﾅｰ・ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ 作業道ﾁｪｯｸｼｰﾄ

11 選木・間伐・搬出 ﾌﾟﾗﾝﾅｰ・ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ 山の見方木の見方

12 木材販売 有利販売先の紹介 ﾌｫﾚｽﾀｰ 山の見方木の見方

販売 ﾌﾟﾗﾝﾅｰ 市況

13 精算 ﾌﾟﾗﾝﾅｰ
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（１）林班の決定 

 森林経営計画を作成する林班の決定に際しては、幅広い情報収集・検討作業を行い、

候補となる林班を抽出する。林班の抽出に有効な情報は次のようなものがある。 

 

ア 森林所有者からの要望（森林整備、境界確認、搬出間伐、木材販売など） 

 イ 過去の施業履歴（森林施業計画団地、みどり基金施工地など） 

 ウ 市町村森林整備計画（現行の概要図、旧３区分図） 

 エ 森林ＧＩＳ（高齢級人工林の分布状況、森林管理道からの距離など） 

 

 候補となる林班が抽出されたら、フォレスター、プランナー、市町村職員の３者で

意思決定を行う。この時、後の計画認定がスムーズに進むため、市町村職員の合意を

得ることが重要である。 

 ３者の意思決定は①林班の決定に加えて、②スケジュール、③３者の役割分担も明

確にしておくと、後の作業をスムーズに進めることができる。（→Ｐ14 参考になる資

料(1)参照） 

特に、森林所有者への説明会の日程まで決めることができれば、（２）資料収集、（３）

現地調査にかけられる時間がはっきりするので、作業の先延ばしができなくなる。 

 プランナーは県・市町村の森林整備事業の担当者に境界明確化、作業道開設、間伐

（搬出、切捨て）の事業要望を伝える。その際、フォレスターが事前に話を通してお

くと、事業担当者に話がスムーズにつながる。 

 

（２）資料収集 

 資料収集は３者で協力して行うと、手間、コストをかけずに収集することができる。    

 ア 森林簿・森林計画図 

   森林簿・森林計画図は「埼玉県森林計画関係資料取扱要領」の規定により、プ

ランナーからフォレスターに申請して入手することができる。（→Ｐ27 引用・参

考文献２参照） 

 イ 登記簿 

   法務局から入手する。登記簿を申請する地番は、森林簿から林班内の地番を一

覧にまとめて作成する。さらに土地法典などの図面があれば、森林簿で抜けてい

る地番を一覧に追加する。 

 ウ 所有者情報 

   プランナーは入手した登記簿で森林簿上の森林所有者と登記簿上の森林所有者

の対比表を作成する。相続等の変更登記が行われていない場合があるため、作成

した対比表を市町村職員に台帳等でチェックしてもらい、受委託契約の相手方を

確定する。 
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 エ 公図 

   法務局から入手する。入手した公図に森林所有者、樹種、林齢の情報を書き込

み、（３）の現地調査の資料とする。 

 オ 航空写真 

   森林ＧＩＳやインターネットからダウンロードする。 

 カ 地質図 

   「埼玉県地質図（山地・丘陵地）」を参考にする。（→Ｐ27 引用・参考文献３参

照）森づくり課、３事務所にあるので、プランナーがフォレスターに提供を求め

るとよい。図－２に地質図の例を示した。例えば、図－２の中央部分は断層が多

く、森林作業道の開設は慎重にした方がよい、との情報を得ることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    図－２ 地質図の例    断層が多く道づくりは慎重にしたいエリア 

 

（３）現地調査 

 プランナーとフォレスターは（２）で収集した資料をもとに現地調査を行う。現地

調査のポイントを以下に列記する。 

 ア 森林簿情報の修正 

   公図に書き込んだ樹種、林齢と現地の林況が異なる場合は、公図に書き込んだ

情報を修正する。この情報は、後に森林経営計画作成時、森林簿データの修正時

に役立つ。（図－３） 

 イ 搬出、切捨て、手入れなしの区分 

   現地の林況から、人工林と天然林、人工林のうち搬出間伐、切捨て間伐を実施

する林分、５年間のうちに手を入れる必要のない林分に色分けを行う。 
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 ウ 細かい地形の書き込み 

   １／５，０００の森林計画図の等高線では表せていない沢地形や崖地形などを

書き込んでいく。また、森林作業道が通せるたな地形やヘアピンカーブが設定可

能な広い尾根をチェックしておく。この情報は、後に森林作業道の設計の際に役

立つ。 

 エ 土場などの位置 

   土場の設置が可能な位置をチェックしておく。また、森林作業道を通す上でネ

ックとなる人家、水道施設、よう壁、ガードレールなどの情報を書き込んでいく。 

 プランナーは、上記の現地調査結果を取りまとめ、１／５，０００の森林計画図を

ベースとする集約化施業実施図面を作成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       図－３ 公図に登記簿、森林簿情報を書き込んだもの 

 

（４）所有者説明会 

 ア 開催準備 

   ３者で打合せて所有者説明会の日時、場所を決定する。場所は市町村職員に林

班の森林所有者が多く在住する集落の集会所を借用してもらうとよい。 

   開催通知はプランナーが作成するが、フォレスター（県職員）、市町村職員も出

席する旨明記するとよい。また、説明会後に受委託契約書に署名、押印していた

だくために、印鑑を持参していただくよう明記しておく。所有者説明会の開催通

知のひな形を参考に示した。（→Ｐ15 参考になる資料(2)参照） 

作成した開催通知は、プランナーと市町村職員で手分けして直接届けるか、不

在村者には郵送する。 

イ 会場準備 

   会場は市町村職員の協力をいただき、開始３０分前までにはテーブルなどの配
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置を完了させる。テーブルの配置は参加者の意見が出やすいよう、教室形式では

なく、ロの字型式にするとよい。（図－４） 

 ウ 運営 

   説明会の次第を参考に示した。（→Ｐ16参考になる資料(3)参照）司会はプラン

ナーが行い、林業事業体、町、県のあいさつから開始する。 

議題は①森林経営計画制度の説明、②○○地区団地の説明を行う。①はフォレ

スターが、②はプランナーが説明を行う。 

森林経営計画制度の概要についてパンフレットを作成した。（→Ｐ17 参考にな

る資料(4)参照）また、より詳しい内容は、「森林経営計画制度のしおり」を参照

のこと。（→Ｐ27 引用・参考文献４参照） 

説明は森林所有者の関心を引き付けるため、ＫＰ法（紙芝居プレゼンテーショ

ン法）を用いるなど工夫する。（→Ｐ27 引用・参考文献５参照） 

説明の後、質疑応答に十分な時間を取っておき、森林所有者の質問に対しては

誠意ある回答を行うとともに、即答できない質問は持ち帰って検討の上返答する

ことを約束する。 

 所有者説明会の開催については、飛騨高山森林組合が平成２４年１０月に作成した

マニュアルが参考になる。（→Ｐ18 参考になる資料(5)参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      図－４ 所有者説明会の様子 

 

（５）受委託契約締結 

ア 受委託契約書の作成 

  受委託契約書はプランナーが、（４）の説明会開催までに２部づつ作成し、説

明会に必ず持参する。 
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イ 説明会後 

  説明会終了後、同意をいただける森林所有者には、その場で受委託契約書に記

名、押印いただく。そのため、説明会には必ず朱肉を持っていくこと。 

ウ 欠席者の対応 

  欠席者にはプランナーが後日個別訪問するか、郵送の上電話で話をして、記名、

押印を促す。 

 受委託契約の締結に際し、森林所有者からよく出る質問については、西川広域森林

組合が作成したＱ＆Ａが参考になる。（→Ｐ20 参考になる資料(6)参照） 

 

（６）境界確認・測量 

 ア 補助事業の活用 

   境界の明確化を実施する際、平成２６年度現在、①森林整備加速化・林業再生

事業、②森林整備地域活動支援交付金の補助事業を活用することができる。 

   目的、補助単価、採択要件などが異なるため、どのメニューで実施するのがよ

いか、市町村、県の事業担当者から情報収集を行い、３者で打合せた後申請する

のが望ましい。 

 イ 境界確認の事前準備 

   原則として補助事業の交付決定日以降、事業に着手する。境界確認は林班の所

有境に詳しい方に案内いただき、（２）エで作成した公図（森林所有者、樹種、

林齢の情報を書き込んだもの）と現地を照合し、境界の目印となる情報（境木や

地形など）を公図に書き込んでいく。また、現地に仮の杭やピンクテープ等で表

示しておくとよい。 

 ウ 境界立会の通知 

   境界立会通知を参考に示した。（→Ｐ22 参考になる資料(7)参照）境界立会を欠

席される森林所有者には委任状の提出を求める。 

 エ 境界立会の実施 

   境界立会の際は、プランナーだけでなく、その後に測量を実施するオペレータ

ーに参加してもらうとよい。オペレーターには斜面の上下の登り降りや杭の運搬、

杭打ちなどの作業を実施してもらう。（図－５） 

 オ 測量の実施 

   境界立会で確定した所有境の測量を行う。測量成果は森林計画図と重ねて表示

するバージョンも作成してもらうと、フォレスターが森林計画図の修正を行う際

にわかりやすいので、プランナーに作成を依頼しておく。（図－６） 
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    図－５ 境界立会の様子 

 

 

                          青線： 

                          実測図の境界 

 

赤線： 

森林計画図の小班境 

 

                          両者にずれが生じている 

 

 

 

 

    図－６ 森林計画図と測量図を重ねた図面 

 

（７）森林経営計画作成 

森林経営計画は「森林経営計画作成支援システム」で作成する。使い方は操作マニ

ュアルを参考にするとよい。（→Ｐ27 引用・参考文献６参照）個別の計画は、（３）現

地調査の結果を参考に入力していく。計画を作成する際は、実行する段階での共通認

識が得られるため、プランナーとフォレスターが膝を突き合わせてデータを入力して

いくとよい。 

 また、システムを導入していない事業体は、鹿児島県がホームページで、森林経営

計画書の様式（Excelデータ）を公開しているので、下記からダウンロードして利用

することができる。
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http://www.pref.kagoshima.jp/ad06/sangyo-rodo/rinsui/ringyo/segyokeikaku/g02

07.html 

 

（８）立木調査・路線踏査 

ア 立木調査 

   立木調査は森林所有者ごと、林況ごとにプロットを設けて実施する。プロット

の設置は、１ｈａに１か所を目安とする。プロット調査の手法は、「鋸谷式 新・

間伐マニュアル」が参考になる。（→Ｐ27 引用・参考文献７参照）（図－７） 

 イ 路線踏査 

   路線踏査はプランナーだけでなく、実際に作業道を開設するオペレーターに同

行してもらうとよい。踏査には森林作業道チェックシート（→Ｐ23 参考になる資

料(8)参照）を携行し、セルフチェックを行いながら進める。 

   路線の中心線にスズランテープを巻いていく。路線が確定できたら、杭を打ち、

線形の測量を行う。（図－８） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－７ 立木調査の様子         図－８ 路線踏査の様子 

 

（９）見積提案書作成・提示 

 ア 作成 

   プランナーは（８）の立木調査と路線踏査の結果を基に、森林所有者ごとに見

積提案書を作成する。見積提案書の参考様式を示した。（→Ｐ24参考になる資料

(9)参照） 

見積提案書は森林所有者に提案するだけでなく、オペレーターにも提示し、施

工コストの目安とする。 

 イ 提示 

   プランナーは作成した見積提案書を森林所有者に提示し、施工の同意書を取り

付ける。提示は、説明会を開催するか、個別訪問を行い実施する。説明会の開催

については、（４）所有者説明会を参照のこと。 
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   その際、森林作業道の線形について現地確認の要請があれば、現地案内を行い、

（８）イで巻いたスズランテープを基に線形の説明を行う。 

 プランナーは、施工の同意書の取り付け結果を取りまとめ、最終の施工計画を作成

する。この計画をオペレーターに示し、現場作業がスタートする。 

現場作業を開始する前に、森林所有者だけでなく、近隣住民にも作業開始を告げる

通知を出すとよい。（→Ｐ25 参考になる資料(10)参照） 

 

（10）作業道開設 

 森林作業道の開設はオペレーターが行う。フォレスターやプランナーは森林作業道

チェックシート（→Ｐ23 参考になる資料(8)参照）を携行し、線形等のチェックを行

いながら進捗管理を行う。（図－９） 

 実際の施工は、「現場図解道づくりの施工技術」（→Ｐ27 引用・参考文献８参照）が

参考になる。 

可能であれば、先行伐採は行わずに、支障木を倒して開設して、支障木を倒して開

設してを、短区間で繰り返し行うことが望ましい。先行伐採を行ってしまうと、岩地

などで道が開設できずに迂回する際に、無駄な伐採になってしまうためである。また、

支障木の伐採は、どちらに倒したら開設作業の邪魔にならないか、オペレーターと意

思疎通を図りながら行うと、作業コストの低減が期待できる。 

作業を開始する際は、入口に看板を立て、通行者に注意喚起すると作業の安全性が

高まるとともに、作業内容の周知ができる。（図－10） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－９ ヘアピンカーブの検討      図－10 作業看板 

 

（11）選木・間伐・搬出 

 選木・間伐・搬出はオペレーターが行う。選木は、基本的には被害木や被圧木など、

残しておいても価値のでない木から伐倒するようにする。列状間伐を行う際も、残っ

た列の中の被害木や被圧木などを追加して伐倒するようにする。選木は「写真解説山

の見方・木の見方」（→Ｐ27 引用・参考文献９参照）が参考になる。 
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 フォレスターやプランナーは伐倒・搬出後に残      ①①①①            ②②②② 

存木のチェックを行い、被害木等が残っていたら、 

追加の伐倒を指示する。 

 例えば、図－11 の①は二股木、②は樹冠長率 

（枝下高より上の高さ／樹高）が小さいため、残 

すべき木ではない。 

 採材は原木の販売価格を決めるカギとなる。 

フォレスターやプランナーはその時点で最も高く 

売れる採材サイズを把握し、オペレーターに伝達 

する。オペレーターは曲がり、矢高を確認し、 

採材を行う。 

 また、木口に腐れがある場合には、腐れがなく 

なるまで切り落とす。それだけで丸太の商品価値 

が高まるので、手間を惜しまないでほしい。   図－11 残存木のチェック 

例えば、図－12 は共販のはい積みの様子だが、 

①の丸太の木口に腐れがあり、この丸太が１本混ざ 

るだけで、このはいの落札価格は下落してしまう。 

（図－12） 

 

 

 

 

 

 

                             ①①①①        

 

 

 

 

図－12 はい積みの様子 

 

（12）木材販売 

 フォレスターやプランナーは木材の販売先について常にアンテナを高く張り、情報

収集に努める。また、原木価格の季節的な変化、最新の市況（→Ｐ26参考になる資料

(11)参照）も考慮し、搬出した材が最も高く売れる販売先を選定する。 
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（13）精算 

 プランナーは現場作業日誌、補助金確定通知、木材売上伝票等の情報を基に、森林

所有者への精算額を算出、決定する。精算書は、見積提案書の数量、販売単価などの

数字を実績に置き換えて作成する。（→Ｐ24参考になる資料(9)参照） 

 森林所有者の不信感を買わないため、精算はできるだけ早く、補助金の確定通知が

でてから 1 ヵ月を目安に行うことを目標とする。 

また、精算の際、森林所有者を対象にした、完成見学会（お披露目）を行うとよい。

森林所有者に施業の良しあしを見てもらう絶好の機会となる。（図－13） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－13 完成見学会の様子 

 

 忘れがちではあるが、施業終了後３０日以内に、施工現場が所在する市町村に「森

林経営計画に係る伐採等の届出書」を提出する。なお、保安林の場合は、事前に管轄

する県の３事務所に「保安林内土地の形質変更等許可申請書」、「保安林内間伐届出書」

の提出が必要になるので注意すること。（→P27 引用・参考文献 10 参照） 

 また、計画と実際の施工個所が異なった場合、森林経営計画の変更申請を行うこと

を忘れないでほしい。変更計画は、（７）の「森林経営計画作成支援システム」で作成

することができる。 
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３ 参考になる資料 

（１）３者打合せ資料 

 

 

○○町第○○林班 搬出間伐プロジェクト 打ち合せ資料 

 

平成○○年○月○日 

 

 

１ 事前相談              ３者         本日 

 

２ 現地調査・路線踏査         ﾌｫﾚｽﾀｰ・ﾌﾟﾗﾝﾅｰ    ○月 

 

３ 説明会開催             ３者         ○月○日 

 

４ 森林経営受委託契約の締結      ﾌﾟﾗﾝﾅｰ 

 

５ 境界確認              ﾌﾟﾗﾝﾅｰ       ○月～○月 

 

６ 森林経営計画の作成・認定      ３者        ○月を目途 

 

７ 森林調査・路線踏査         ﾌｫﾚｽﾀｰ・ﾌﾟﾗﾝﾅｰ    ○月 

 

８ 森林施業提案書作成・所有者への提示 ﾌﾟﾗﾝﾅｰ        ○月頃 

 

９ 説明会②開催            ３者         ○月頃 

 

10 搬出間伐の実施                      ○月～○月 

 

                ３者打合せ時にスケジュール、役割分担を確認し、

資料に書き込んでいく 
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（２）所有者説明会開催通知 

 

平成○○年○月○日 

 

○○地区森林所有者 様 

 

○○林業事業体 

代表 ○○ ○○ 

 

森林経営計画説明会の開催について（御案内） 

 ○○の候、皆様におかれましては、益々御健勝のこととお喜び申し上げます。 

 また、平素は当○○林業事業体運営に格別の御協力をいただき、厚くお礼申しあげ

ます。 

 さて、森林法の改正により、平成２４年度から、間伐などの森林整備補助金を受領

するためには、森林経営計画を作成することが必須となりました。 

 つきましては、貴地区団地において森林経営計画を作成し、間伐を実施いたしたく、

下記のとおり説明会を開催させていただきたいと存じますので、御多忙のところ恐縮

ではありますが、御出席くださいますよう、御案内申し上げます。 

 なお、当日は○○役場産業観光課職員、埼玉県○○農林振興センター職員も出席予

定となっておりますので、申し添えます。 

 

記 

 

１ 日時 平成○○年○月○日（○） ○○：○○～○○：○○ 

２ 場所 ○○集会所（○○町○○ ●●番地） 

３ 内容 森林経営計画制度の説明 

     ○○団地区域等の説明 

 

※なお、趣旨に御賛同された方には、森林経営計画書類に押印いただきたいので、認

印を御持参いただけますと幸いです。 

 

 

 

担当：○○ ○○ 

電話： 

FAX ： 
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（３）所有者説明会次第 

 

森林経営計画説明会次第 

 

 

平成○○年○月○日 

○○集会所 

 

 

１ 開会 

 

 

 

２ あいさつ 

 

 

 

３ 議題 

（１）森林経営計画制度について 

 

 

 

（２）○○団地の実施計画について 

 

 

 

（３）今後のスケジュールについて 

 

 

 

４ 質疑応答 

 

 

 

５ 閉会 
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（４）森林経営計画パンフレット 

森林所有者森林所有者森林所有者森林所有者のののの皆様皆様皆様皆様へへへへ    

～～～～補助金補助金補助金補助金などのなどのなどのなどの制度制度制度制度がががが大大大大きくきくきくきく変変変変わりましたわりましたわりましたわりました～～～～    

 

平成２４年度から、補助金を活用して造林や間伐等の森林整備を実施するには、原

則として森林経営計画森林経営計画森林経営計画森林経営計画の認定が必要となりました。 

計画を作成すると施工地が大きなまとまりとなり、計画的かつ効率的な作業が可能

となります。搬出間伐搬出間伐搬出間伐搬出間伐の場合、作業コストが下がり、森林所有者森林所有者森林所有者森林所有者のののの皆様皆様皆様皆様へのへのへのへの還元還元還元還元でき

るようになります。 

大きなまとまりをつくるには、多くの森林所有者の皆様の御協力が必要となります

ので、計画へぜひ御参加ください。 

森林経営計画制度や新たな補助金制度について、下記窓口に詳詳詳詳しいパンフレットしいパンフレットしいパンフレットしいパンフレットを

御用意しておりますので、お気軽に御相談ください。 

 

森林経営計画作成の流れ 

１ 森林の現況調査 → ２ 計画策定のための合意形成 → 

３ 計画書の作成・申請・審査・認定 → ４ 計画に基づく森林整備の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先 

○○○○ 

電話：○○○○－○○－○○○○ 
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（５）説明会マニュアル 
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20 

 

（６）受委託契約書Ｑ＆Ａ 
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（７）境界立会通知 

 

平成○○年○月○日 

○○地区森林所有者 様 

○○林業事業体 

代表 ○○ ○○ 

 

森林境界の明確化に伴う境界確認の立ち会いについて（御案内） 

 日頃当○○林業事業体の事業に対しまして格別の御理解と御協力をいただき、厚く

お礼申しあげます。 

 先般、森林経営計画制度の説明会を開催した○○地区団地の対象森林について、森

林境界の明確化に伴う境界確認を下記の日程で行います。 

つきましては、御多用のこととは存じますが、下記のとおり立ち会い頂きますよう

お願い申し上げます。 

記 

 

１ 日 時 平成○○年○月○日（○） ○○：○○～○○：○○ 

２ 場 所 ○○集会所（○○町○○ ●●番地） 

３ その他 

（１）別紙の同意書兼委任状の同意書欄に記名・押印の上、御持参ください。 

   代理人を立ち会わせる時は、委任状欄に記入してください。○○林業事業体に

委任する場合は「○○林業事業体」と記入してください。 

   後日、「隣接者境界立会い確認書」に記名、押印頂きたいので、あらためてお伺

いします。 

（２）立ち会いに当たっては、境界に関する図面・証拠書類等がある場合にはこれを

持参してください。 

（３）当日は１日を予定しておりますので、弁当を御持参ください。 

（４）現場までの往復及び境界確認の場所は、急斜面や足場の悪い場合、落石の危険

も予想されますので、これらの事故に遭わないよう 服装等十分御留意のうえ、

お出かけください。 

 

担当：○○ ○○ 

電話： 

FAX ： 
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（８）森林作業道チェックシート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作業道チェックシート

調査年月日 事業主体

調査者 設計者

路線名 施工者

地番 利用面積

開設年度 開設延長

開設費用 土質・地質

項目 基準 適否

尾根、沢を登はん路とする 図１，２

山腹斜面は水平に出す 図１，２

最急勾配は18％以内に抑える 図３

縦断面に起伏をつける 図３

一定勾配連続区間は30ｍ以内にする 図３

横断面は谷側を低くする 図３，４

幅員は2.5～3.0ｍ以内にする 図５

切土のり肩の木は残し開削幅を最小限にする 図５

切土高さは1.5ｍ以下にする 図５，６

切土勾配は垂直にする 図５，６

表土ブロック積みを施工する 図６，７

のり肩に根株を埋め込む 図６，７

尾根で排水する 図８

排水溝（水切り）を施工する 図８

湧水の簡易暗渠工を施工する 図９

洗い越しを施工する 図10,11

路面に丸太や石を埋め込む 図11

上部に池を掘る 図11

下部の吐き口に石、根株を埋め込む 図11

ベースを上げたい時、切土が崩れやすい時、洗い

越しの河床を上げたい時丸太組みを施工する
図11

急斜面の横断時に丸太アンカー工法を施工す

る
図12

上の道は斜面に入り込むように施工する 図13

下の道は斜面外側に飛び出すように施工する 図13

道の間隔 50ｍ以内（傾斜によって異なる） 図13

広葉樹株の芽かきをする 図14

雨の日に水の流れを見る 図14

崩れた切土は丸太組みで補修する 図14

轍（わだち）が深くならないように空荷のときは

轍を外して路肩側を通る
図14

盛土

排水

沢

構造物

スイッチバック

メンテナンス

図面 施工状況

路線配置

線形

幅員

切土
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（９）見積提案書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※青いセルは精算書でも変えない。黄色いセルは精算時に実績に置き換える。 

○○林業事業体

代表　○○　○○

森林 切捨 ha 成立 本 立木 m3

現況 利用 ha 本数 本/ha 材積 m3/ha

施業 本 搬出 m3 道開設

内容 本 材積 m3/ha (団地全体)

事業費内訳

面積（ ）ｈａ×単価（ ）円/ha ①

開設延長（ ）ｍ×単価（ ）％ ②

面積（ ）本×単価（ ）円/本 ③

間伐本数（ ）本×単価（ ）円/本 ④

搬出材積（ ）m3×単価（ ）円/m3 ⑤

搬出材積（ ）m3×単価（ ）円/m3 ⑥

⑦

開設延長（ ）ｍ×単価（ ）円/ｍ ⑧

構造物（ ）×単価（ ）円/個 ⑨

構造物（ ）×単価（ ）円/個 ⑩

構造物（ ）×単価（ ）円 ⑪

団地全体（ ）円×個人負担割合（ ）％ ⑫

①～⑦と⑫の合計（ ）×（ ）％ ⑬

①～⑦と⑫～⑬の合計 ）×（ ）％ ⑭

①～⑦＋⑫＋⑬＋⑭ ⑮

⑮×消費税８％ ⑯

⑮＋⑯ ⑰

補助金・木材売上

事業単価（ ）円/m3×面積（ ）ha ⑱

事業単価（ ）円/ｍ×延長（ ）ｍ ⑲

搬出材積（ ）m3×平均単価（ ）円 ⑳

搬出材積（ ）m3×平均単価（ ）円 21

搬出材積（ ）m3×平均単価（ ）円 22

搬出材積（ ）m3×平均単価（ ）円 23

搬出材積（ ）m3×平均単価（ ）円 24

（⑳+21+22）－（23＋24） 25

（⑱+⑲+25） 26

（26-⑰） 円

円/ha

円/m3

私は上記条件を承諾の上、○○林業事業体に該当事業を委託します。

平成　　　　年　　　　月　　　　日

住所 　〒

電話番号

氏名

収入・補助金計 0

想定ご返却額 0

#DIV/0!

#DIV/0!

販売経費 0

差引売上 0

運賃 0

想定売上

0

0

0

間伐補助金 0

路網開設補助金 0

税抜き事業費 0

消費税 0

総事業費 0

諸経費 0 0

手数料 0 0

資材３ 0

負担割合 0 0

0

資材２ 0

その他雑費 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

路
網
開
設

開設 0

資材１

0

集材 0

間
伐
作
業

除伐・切捨て 0

伐倒 0

造材

調査企画費 0

路網設計費 ）円/ｍ×負担割合（ 0

ｍ
間伐率 本数

想定
％

間伐

年生面積 林齢

森林施業提案書

所在地
市町村 大字 字 地番

所有者 林班
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（10）作業開始通知 

 

平成○○年○月○日 

 

○○地区森林所有者 様 

 

 

○○林業事業体 

代表 ○○ ○○ 

 

 

○○林班作業道開設及び搬出間伐事業の開始について（御案内） 

 

 日頃当○○林業事業体の事業に対しまして格別の御理解と御協力をいただき、厚く

お礼申しあげます。また、早くにこれに係る協定書及び同意書を提出いただき、重ね

てお礼申し上げます。 

おかげを持ちまして現場作業を開始する運びとなりました。先に作業道から開設し

ます。それに伴う伐採作業を平成○○年○○月○○日（○）から開始する予定です。

伐採作業を進行しながら、重機（ユンボ）で作業道を掘削していきます。 

先に農免道路沿い（●●様所有地）から始めます。その後、○○町道から畑を横切

り、●●様所有地へ進入します。 

当面は作業道開設作業をしておりますが、近隣住民の方々にはご迷惑をおかけしま

すが御理解のほど、よろしくお願いいたします。 

また、御不明な点がございましたら、御連絡ください。今後ともよろしくお願いい

たします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当：○○ ○○ 

電話： 

FAX ： 
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(11) 市況 

 

 

住宅着工戸数の 

２か月遅れで 

スギ柱材価格が 

上下する 

 

 

ユーロに遅れて 

ホワイトウッド 

集成管柱が上下 

する 

さらに遅れて 

スギＫＤ材価格 

が上下する 

 

 

スギ柱角価格は 

秋～冬に上昇し 

春～夏に下降する 
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